
最
高
裁
判
所
判
事

林は
や
し

み
ち

は
る

　
道
晴

昭
和
三
二
年
八
月
三
一
日
生

略
　
歴

東
京
都
生
ま
れ
、
同
所
で
過
ご
す
。
東
京
教
育
大
学

（
現
・
筑
波
大
学
）
附
属
駒
場
中
学
校
、
同
高
等
学

校
を
経
て
、
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業

昭
和
五
五
年　

四
月　

司
法
修
習
生

　
　

五
七
年　

四
月　

判
事
補
任
官　

以
後
、
東
京
地
裁
、
最
高
裁
民
事　

局
、
厚
生
省
（
現
・
厚
生
労
働
省
）（
出
向
）、
札
幌

家
地
裁
に
勤
務

平
成　

四
年　

四
月　

判
事
任
官　

以
後
、
東
京
地
裁
、
最
高
裁
民
事
局
参

事
官
、
同
課
長
、
東
京
高
裁
、
東
京
地
裁
判
事
（
部

総
括
）、司
法
研
修
所
教
官
、同
事
務
局
長
を
務
め
る
。

　
　

二
一
年　

八
月　

最
高
裁
民
事
局
長
兼
行
政
局
長

　
　

二
二
年　

七
月　

同
経
理
局
長

　
　

二
五
年　

三
月　

静
岡
地
裁
所
長

　
　

二
六
年　

九
月　

東
京
高
裁
判
事
（
部
総
括
）

　
　

同　

年
一
一
月　

最
高
裁
首
席
調
査
官

　
　

三
〇
年　

一
月　

東
京
高
裁
長
官

令
和　

元
年　

九
月　

最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一　

令
和
二
年
三
月
二
四
日　

第
三
小
法
廷
決
定

文
書
提
出
命
令
の
申
立
人
の
父
の
死
体
に
つ
い
て
司
法
警
察
職
員
か
ら

鑑
定
の
嘱
託
を
受
け
た
者
が
当
該
鑑
定
の
た
め
に
必
要
な
処
分
と
し
て
裁

判
官
の
許
可
を
受
け
て
し
た
当
該
死
体
の
解
剖
の
写
真
に
係
る
情
報
が
記

録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
媒
体
で
あ
っ
て
当
該
司
法
警
察
職
員
が
所
属
す
る

地
方
公
共
団
体
が
所
持
す
る
も
の
は
、
民
訴
法
二
二
〇
条
三
号
所
定
の
い

わ
ゆ
る
法
律
関
係
文
書
に
該
当
す
る
（
全
員
一
致
、
裁
判
長
）。

二　

令
和
二
年
一
一
月
一
八
日　

大
法
廷
判
決

令
和
元
年
七
月
二
一
日
施
行
の
参
議
院
議
員
選
挙
当
時
、
平
成
三
〇
年

法
律
第
七
五
号
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
一
四
条
、
別
表
第
三
の
参

議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
議
員
定
数
配
分
規
定
の
下
で
の
選
挙
区
間

に
お
け
る
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
、
違
憲
の
問
題
が
生
ず
る
程
度
の
著
し

い
不
平
等
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
同
規
定
が
憲
法
一
四
条
一

項
等
に
違
反
す
る
に
至
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い（
多
数
意
見
）。

三　

令
和
二
年
一
一
月
二
五
日　

大
法
廷
判
決

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適

否
は
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
（
全
員
一
致
）。

四　

令
和
二
年
一
二
月
二
二
日　

第
三
小
法
廷
決
定

（
い
わ
ゆ
る
袴
田
事
件
に
つ
い
て
の
）
再
審
請
求
を
棄
却
し
た
原
決
定

に
審
理
不
尽
の
違
法
が
あ
る
（
多
数
意
見
、
裁
判
長
）。

五　

令
和
三
年
七
月
三
〇
日　

第
三
小
法
廷
判
決

違
法
収
集
証
拠
と
し
て
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
第
一
審
の
訴
訟
手
続
に

法
令
違
反
が
あ
る
と
し
た
原
判
決
に
、
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法

が
あ
る
（
全
員
一
致
、
裁
判
長
）。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

事
件
に
多
角
的
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
そ
の
背
景
事
情
や
経
緯
な

ど
か
ら
、
裁
判
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
紛
争
や
事
件
の
実
態
や
真
相
を
十

分
把
握
し
、
そ
れ
に
適
合
す
る
解
決
や
判
断
を
す
る
よ
う
に
、
こ
の
二
年
間

の
執
務
に
お
い
て
努
力
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
社
会
の
在
り
よ
う
が
根
幹
か
ら
変
容
を
迫
ら
れ
て
お

り
、
今
後
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
よ
り
柔
軟
な
姿
勢

で
事
件
に
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
高
裁
は
、

書
面
審
理
が
基
本
で
す
が
、
法
廷
で
弁
論
の
期
日
が
開
か
れ
る
事
件
で
は
、

当
事
者
（
代
理
人
）
に
よ
る
活
発
な
弁
論
が
さ
れ
る
よ
う
工
夫
を
し
て
い
ま

す
。
い
ま
だ
試
行
錯
誤
の
段
階
で
は
あ
り
ま
す
が
、
当
事
者
は
も
ち
ろ
ん
、

傍
聴
さ
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
分
か
り
や
す
い
審
理
と
な
る
よ
う
引
き
続

き
そ
の
工
夫
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。


